
行事での感染発生時の対応 

 

  

行事参加者の感染が確認された場合、行事主催者は「保健所、自治体」と協議し、対応します。 

 これらの協議では、「ガイドラインにもとづく感染防止策」を積極的に開示し、「今後の対応」

についてお互いに協力できるよう意見交換をすすめることが必要です。 

 なお、今後の推移で対応が変化することがあります。 

                       

自治体  → 公表 

                                                                    

                                 

                                  

          対応指示（自宅ｏｒ施設）                      

行事参加者が通院  ←―――――――  

または連絡               保健所 

体調不良・感染疑い ―――――――→  受付窓口  

   ↑      （病院から連絡）    ＰＣＲ検査           

   ｜                               

      （保健所から結果の連絡）    陽性（ｏｒ陰性）              

                                        

                               

                              

                  行事主催者         

                  保健所の指示に従い対応         

     名簿提出（濃厚接触者の確認）          

                  健康チェックシートの提出      

                  ＊使用施設への報告・協議      

                                   使用施設  

 

         参加者への適切な報告（方法、時期などは保健所・自治体と協議）  

         ＨＰなどへの掲載（適切な時期に）  

         ＊行事での感染対策については記録し、問い合わせに対応できるようにします。 

   ＊行事開催時の感染防止策の検証を行います。（今後の活動に生かすために）  
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